
これまでの主なご意見

１．新卒者等の就職活動からマッチング・定着までの適切かつ効果的な就職支援の在

り方について

○ キャリアチェンジの離転職は積極的に評価すべきであり、離転職者への支援を

含めて丁寧に議論を進めたい。

○ 働くことに関する知識・基本的ルールを知らない若者が多い。中学・高校と早

い段階で、労働に関する知識を与えてあげて欲しい。

○ インターンシップ自体は良い取組であるが、その中にはアルバイト的に働かせる

等、労働者性が認められるものもある。大学を経由しないで問題が生じた場合に

もフォローしたり、相談窓口を案内したりすべき。

○ インターンシップの活用を促進するため、インターンシップの単位認定が進むよ

うに取り組んで欲しい。

○ インターンシップの活用促進には、大学と企業における事務処理量の軽減も考

えるべき。

○ インターンシップのガイドラインの周知徹底や相談窓口が必要。ガイドラインが分

かりにくいなら改定も考えて欲しい。

○ 景気回復や就職活動の後ろ倒しの影響を受けて、広報活動と変わらないワン

デーインターンシップが増えてきている。就職活動の後ろ倒しの実効性を担保す

るため、政府が中心となって取り組んで欲しい。

○ 「中途採用」という視点も入れて欲しい。また、「定着」は大切。定着がなされて

初めて「人材育成」「スキルアップ」ができるようになる。

○ ミスマッチは、この部会で議論すべきテーマの 1 つ。

○ 若者が自分に合った企業を選べるような情報の出し方を考えるべきで、極力リ

アルでわかりやすく、企業をイメージしやすい情報の出し方を進めるべき。

○ 「３年以内離職率」「平均勤続年数」「男女比率」「育休取得率」「産後復帰率」

などのデータを出して欲しい。

○ 固定残業代のように、会社説明会や求人票で記載されている労働条件と実際

の労働条件が異なるものが多く、検討課題に入れて欲しい。

○ 明示された労働条件と事実が相違する場合、労働基準法第 15 条により労働

契約を解除することができるとされているが、これとは異なる求職者の救済措置

を設ける必要がある。

○ 公正な採用選考については、職業安定法の指針で定めているが、面接におい

て就職差別につながるような質問がされる実態があるため、リーフレットでの周知
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のみでなく、格上げされた対応が必要。

○ UIJ ターン支援について、この部会で議論していきたい。HW は、若者に対する

広域的な就職活動支援という観点を大事にすべき。他の年代と比べて若者に

対する地域間移動を促進する支援策を手厚くできるなら、そのような支援策も考

えていくべき。

２．中退者、未就職卒業者への対応について

○ 学校を中退した後に、どこにも所属しなくなってしまうことが一番の問題。学校か

ら学籍が無くなった時点で、他のどこかに繋げる体制が必要。文部科学省・厚生

労働省で連携するべき。

○ 中退者だけでなく学校を不安定な状態で卒業した者をどのように補足するかが

大きな課題。この課題は各国共通なので、各国がどのような取組をしているか情

報を集めて欲しい。

○ 中退者・未就職卒業者への支援は、当部会でどこまで議論をするのか示して

欲しい。

３．フリーター等に対する支援について

○ 非正規雇用の問題は社会的な問題。若者は OJT で職務能力を形成していく

ものであるが、その前提となる安定的な雇用が無いと、職務能力を形成できない

だけでなく、家庭も築けず少子化にも歯止めがかからない。正規雇用化を進めて

いって欲しい。

○ 非正規雇用の労働問題を見る時に、男女別で見ると男性の増加率よりも女性

の増加率が圧倒的に高い。雇用は男性問題という意識があり、安定した職に就

けない男性は性役割としても困るため、支援機関に来る流れがあるが、女性は性

役割としても男性ほど困るという認識がないため、支援機関に来ることが少ない。

そのような社会的背景もあるため、男女それぞれに分けて、特有の非正規問

題について議論する必要がある。

○ 中退理由の大半は「経済的理由」と聞く。中退後のパート・アルバイトに流れる

のは合理性があり、非正規の働き方も否定されるものではない。多様な働き方を

どう実現していくかという問題ではないか。

○ 地域若者サポートステーションでは、本人等の同意がないと資料送付はできな

いようだが、それでは対応できない人が出てくるので、対応を進めるための施策

があるとよい。ただし、こうした議論を当部会で行うか否かを示して欲しい。

４．企業における若者の活躍促進に向けての取組について

○ 若者応援企業宣言事業は大切な取組。ただ、行政が支援するような仕組みの



中で、実態はそうではなかったというような訴えも寄せられている。若い人たちは、

こういったものを信じて就職するので、ふさわしくない実態があれば取り消すなど

すべき。

○ 「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組」については、相談を受けて、

それに対応するだけでは足りない。労使がともに協力し合い、若者が働き続けら

れる環境を作る必要があるが、組合がない企業も多い。組合がない企業に対す

る支援もお願いしたい。

５．施策推進に関する関係者の役割、連携について

○ 労使が協力して、若者にとって魅力ある職場に変えていかなければいけない。

○ 人材育成は費用がかかり、中小企業は単独で対応することが困難。業界全体

で取り組むことが大切であり、後押しするための行政支援がほしい。

６．その他

○ 論点の切り口をもっと明確にして議論を進めていく必要がある。例えば、現在は

「就活生」「未就職者」「フリーター」と個人にスポットライトを当てて切り出している

が、教育から雇用、雇用から雇用などの移行時期といった、時期ごとの切り口も

あり得る。

※下線部は第 55回雇用対策基本問題部会での主なご意見

（以上）


